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毎
年
、
八
月
開
催
の
「
商
工
ま
つ
り
」

は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
の
観
点
か
ら
小
須
戸
ま
つ
り
が
中
止
に

な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
小
須
戸
燈
籠
押
し

合
い
ま
つ
り
の
前
夜
祭
の
位
置
付
け
に
あ

る
商
工
ま
つ
り
も
併
せ
て
中
止
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ

ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

商
業
活
性
化
委
員
会
で
は
、
商
店
街
活

性
化
対
策
と
し
て
、
七
月
二
十
日
（
火
）
か

ら
八
月
二
十
日
（
金
）
ま
で
「
ど
す
こ
い
こ

す
ど
令
和
三
年
夏
場
所
」
と
称
し
た
売
出

を
開
催
し
ま
す
。（
参
加
は
四
十
六
店
舗
） 

 

今
回
は
過
去
に
好
評
だ
っ
た
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
形
式
の
売
出
し
を
行
い
ま
す
。 

 

参
加
店
で
五
〇
〇
円
（
税
抜
）
以
上
の
お

買
い
物
を
す
る
と
台
紙
に
ス
タ
ン
プ
を
一 

   

つ
押
し
ま
す
。
ス
タ
ン
プ
五
つ
で
五
〇
〇

円
分
の
参
加
店
共
通
商
品
券
が
先
着
一
六

〇
名
ま
で
も
ら
え
ま
す
。
ス
タ
ン
プ
三
つ

で
千
～
三
千
円
相
当
の
参
加
店
商
品
が
抽

選
で
一
二
五
名
に
当
た
り
ま
す
。 

 

な
お
、
台
紙
は
新
聞
折
込
時
に
チ
ラ
シ

と
同
封
し
て
配
布
さ
れ
る
他
、
参
加
店
で

も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
七

月
十
五
日
（
木
）
の
新
聞
折
込
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
小
須
戸
で
の
お
買
い
物
を
お
楽
し

み
く
だ
さ
い
。 

新
潟
県
商
工
会
連
合
会
で
は
、
毎
月
無

料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
通

常
は
面
談
型
の
相
談
に
て
対
応
し
て
お
り

ま
す
が
、
現
在
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
と
し
て
、
当
面
の
間
、
電
話
に

て
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。 

【
相
談
例
】 

・
利
息
の
過
払
い
請
求
、
従
業
員
と
の
労

働
契
約
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど 

・
売
掛
金
の
回
収
、
保
証
人
に
関
す
る
ト 

   

ラ
ブ
ル
な
ど 

・
後
継
者
へ
の
事
業
承
継
、
遺
産
相
続
に

関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど 

・
商
品
販
売
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
、
交
通

事
故
の
賠
償
な
ど 

【
七
月
の
相
談
日
】 

一
日
（
木
）、
六
日
（
火
）、
七
日
（
水
）、 

十
四
日
（
水
）、
十
六
日
（
金
）、
二
十
日 

（
火
）、
二
十
七
日
（
火
）、
三
十
日
（
金
） 

【
相
談
時
間
】 

い
ず
れ
の
日
程
も
午
前
十
時
～
正
午
ま
で
、

一
回
の
相
談
に
付
き
三
十
分
程
度
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
相
談
時
の
電
話

料
金
は
相
談
者
負
担
と
な
り
ま
す
。 

【
相
談
会
場
・
申
込
先
】 

新
潟
県
商
工
会
連
合
会
・
広
域
指
導
セ
ン

タ
ー
（
☎
〇
二
五‐

二
八
三‐

一
三
一
一
） 

【
留
意
点
】 

 
今
後
の
流
行
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
相

談
日
や
会
場
を
変
更
す
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
利
用
の
際
は
事
前
に
新
潟

県
商
工
会
連
合
会
・
広
域
指
導
セ
ン
タ
ー

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

税
務
署
で
は
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら

消
費
税
に
関
す
る
「
適
格
請
求
書
等
保
存

方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）」
の
導
入
が
始

ま
る
に
あ
た
り
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か

ら
「
登
録
申
請
書
」
の
受
付
を
開
始
し
ま

す
。
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
（
登
録
事
業

者
）
の
み
が
適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）

を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

イ
ン
ボ
イ
ス
と
は
？ 

●
売
手
が
買
手
に
対
し
て
、
正
確
な
適
用

税
率
や
消
費
税
額
等
を
伝
え
る
も
の
で

す
。
具
体
的
に
は
、
現
行
の
「
区
分
記
載

請
求
書
」
に
「
登
録
番
号
」、「
適
用
税
率
」

及
び
「
消
費
税
額
等
」
の
記
載
が
追
加
さ

れ
た
も
の
を
い
い
ま
す
。 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
と
は
？ 

●
売
手
で
あ
る
登
録
事
業
者
は
、
買
手
で

あ
る
取
引
相
手
（
課
税
事
業
者
）
か
ら
求

め
ら
れ
た
と
き
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
交

付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
ま
た
、

交
付
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
写
し
の
保
管

義
務
が
あ
り
ま
す
。） 

●
買
手
は
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け

ど
す
こ
い
こ
す
ど 

令
和
三
年
夏
場
所
の
実
施
に
つ
い
て 

〈
消
費
税 

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
〉 

令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
「
登
録

申
請
書
」
の
受
付
を
開
始
し
ま
す 

無
料
法
律
相
談
の
ご
案
内 

７月 

の花 

あさがお 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 

第２５３号 

小須戸 

商工会 

商
工
ま
つ
り 

開
催
中
止
の
お
知
ら
せ 
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る
た
め
に
、
原
則
と
し
て
、
取
引
相
手
（
売

手
）
で
あ
る
登
録
事
業
者
か
ら
交
付
を
受

け
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
等
が
必
要
に
な

り
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ
等 

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
特
設
サ
イ
ト
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

     

●
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
） 

 
 
 
 
 

〇
一
二
〇-

二
〇
五-

五
五
三 

●
受
付
時
間 

 

午
前
九
時
～
午
後
五
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
土
日
祝
日
を
除
く 

 

新
潟
県
で
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
の
影
響
で
、
飲
食
店
の
売
上
減
少

に
よ
り
、
長
期
に
わ
た
り
厳
し
い
経
営
状

況
が
続
い
て
い
る
飲
食
関
連
事
業
者
等
に

対
し
、
事
業
継
続
に
向
け
た
支
援
金
を
支

給
し
ま
す
。 

支
給
対
象
者 

●
新
潟
県
内
の
飲
食
店
に
対
し
て
、
直
接

か
つ
継
続
し
て
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
タ
ク
シ
ー

事
業
者
・
自
動
車
運
転
代
行
業
者
に
つ

い
て
は
、
一
般
常
用
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
の
許
可
又
は
自
動
車
運
転
代
行
業

を
営
む
者
と
し
て
公
安
委
員
会
の
認
定

を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

※
こ
の
他
の
対
象
要
件
は
、
新
潟
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

支
給
要
件 

●
事
業
者
全
体
の
売
上
高
に
つ
い
て
、
令

和
二
年
十
二
月
か
ら
令
和
三
年
八
月
ま

で
の
期
間
に
お
い
て
、
二
か
月
連
続
し

て
前
年
同
月
比
ま
た
は
前
々
年
同
月
比

で
二
〇
％
以
上
減
少
し
て
い
る
こ
と
。 

支
給
額 

①
県
内
で
単
独
店
舗
又
は
事
業
所
を
経
営

す
る
事
業
者 

 

二
〇
万
円 

②
県
内
で
複
数
店
舗
又
は
事
業
所
を
経
営

す
る
事
業
者 

 

四
〇
万
円 

受
付
期
間 

 

令
和
三
年
九
月
三
十
日
（
木
）
ま
で 

※
締
切
日
消
印
有
効 

申
請
方
法 

申
請
書
に
添
付
書
類
を
添
え
て
、
簡
易
書

留
な
ど
郵
便
物
の
追
跡
が
で
き
る
方
法
で

「
郵
送
」
す
る
。 

※
申
請
書
は
新
潟
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、
商
工

会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

申
請
書
の
宛
先
・
問
い
合
わ
せ
先 

〒
九
五
〇-

〇
九
一
六 

 

新
潟
県
新
潟
市
中
央
区
米
山 

 
 

四
丁
目
一-

二
十
八
藤
巻
ビ
ル
五
階 

 
 
 

事
業
継
続
支
援
金
セ
ン
タ
ー 

宛 

※
郵
送
料
は
申
請
者
負
担
。
裏
面
に
差
出

人
の
住
所
・
氏
名
を
必
ず
記
載
す
る
こ
と 

電
話
番
号 

〇
二
五-

二
四
八-

七
二
七
〇 

受
付
時
間 

午
前
九
時
～
午
後
九
時 

 
 
 
 
 
 
 
 

※
土
日
祝
日
を
除
く 

 

日
本
政
策
金
融
公
庫
で
は
新
し
い
生
活 

様
式
に
対
応
す
る
他
、
手
続
き
を
円
滑
に 

進
め
る
た
め
、
事
業
資
金
の
相
談
や
お
申 

込
み
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
で
き
る
よ
う 

に
な
り
ま
し
た
。 

３
つ
の
ポ
イ
ン
ト 

①
お
申
込
み
は
ネ
ッ
ト
で
完
結
！
来
店
・

郵
送
は
不
要 

②
二
十
四
時
間
い
つ
で
も
お
申
込
み
可
能 

③
新
た
な
機
能
を
追
加
し
利
便
性
が
向
上 

 

詳
細
は
同
封
し
た
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ 

さ
い
。 

 

商
工
会
で
は
当
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
商

店
街
に
掲
載
す
る
事
業
所
を
随
時
募
集
し

て
い
ま
す
（『
小
須
戸
商
工
会 

商
店
街
情

報
』
で
検
索
）。
ま
た
、
自
社
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
作
り
た
い
方
に
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

作
成
サ
ー
ビ
ス
「
グ
ー
ペ
」
の
商
工
会
員
向

け
プ
ラ
ン
を
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

利
用
は
無
料
で
す
の
で
、
興
味
の
あ
る

方
は
商
工
会
ま
で
お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

    

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を 

 
 

 
 

 

活
用
し
て
み
ま
せ
ん
か 

日
本
政
策
金
融
公
庫
へ
の
事
業
資
金

の
お
申
込
み
は
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申

込
」
が
便
利
で
す
!! 

 
 

 

（https://www.

ntg.go.jp）また

は下のコードか

らサイトへ 

飲
食
関
連
事
業
者
等
を
対
象
と
し
た 

「
新
潟
県
事
業
継
続
支
援
金
」 

 


